
 

建設リサイクル推進計画 2020 策定後の社会情勢の変化を踏まえた提言の骨子（案） 

はじめに 

建設リサイクルを巡る社会情勢 

【カーボンニュートラル】 

  ・国土交通省環境行動計画（R3.12） 

【循環経済（サーキュラーエコノミー）】 

  ・第五次循環型社会形成推進基本計画（R6.8.2 閣議決定） 

【盛土等に伴う災害の防止】 

  ・盛土規制法（R4.5.27 公布） 

  ・資源有効利用促進法の省令改正（第一弾：R4.9.2 公布、第二弾：R5.3.3 公布） 

【自然災害の頻発・激甚化】 

  ・令和 6 年能登半島地震（R6.1.1） 

中長期的に目指すべき方向性 

○ 建設リサイクル全般の主要課題 

○ 個別品目毎の課題 

取り組むべき施策 

【カーボンニュートラル】 

  ・CO2 排出抑制に向けた評価方法の検討 

【循環経済（サーキュラーエコノミー）】 

○ 建設発生土の有効利用促進 

 ・官民一体となった相互有効利用のマッチング強化 

 ・ストックヤード等の活用を考慮した有効利用や適正処理の推進 

○ 建設廃棄物のリサイクル推進 

・再生資材の需給等の実態を踏まえた指標・目標値 

・再生資材の地域の需給ギャップ解消 

・再生資材の利用用途拡大や水平リサイクルの推進 

・建設汚泥の自ら利用促進 

○ 長寿命化等による廃棄物の発生抑制 

・インフラ長寿命化による建設廃棄物の発生抑制 

【激甚化する災害への対応】 

  ・災害廃棄物の建設資材への活用促進 

【生産性向上等】 

  ・建設リサイクル分野の DX 推進 

早期に取り組むべき具体の施策 

① 建設発生土の有効利用促進 

・建設発生土の相互有効利用のマッチング強化 

② 建設廃棄物のリサイクル推進 

・再生コンクリート骨材等の利用用途拡大 

 資料６  


